
退
職
手
当
制
度

①

最
低
保
障
ポ
イ
ン
ト

を
、
行
政
職
を
含
む
全
職

員
（
勤
続
１７
年
以
下
の
職

員
を
除
く
）
に
適
用
（
表

１
参
照
）
。

②

職
責
・
貢
献
度
の
ポ
イ

ン
ト
が
最
低
保
障
ポ
イ
ン

ト
に
満
た
な
い
場
合
、
最

低
保
障
ポ
イ
ン
ト
で
調
整

額
を
算
定
す
る
（
表
１
参

照
）
。

③

最
低
保
障
ポ
イ
ン
ト
に

よ
る
調
整
額
の
算
定
は
、

勤
続
年
数
と
退
職
年
度
に

照
ら
し
、
退
職
年
度
の
地

域
手
当
支
給
割
合
に
連
動

す
る
単
価
を
乗
じ
た
額
を

調
整
額
と
す
る
（
表
１
、

２
参
照
）
。

例
：
退
職
年
度
２１
年
、
地
域

手
当
１６
％
（
想
定
）
、
勤
続

２８
年
の
職
員
と
仮
定
し
た

場
合
：
最
低
保
障
ポ
イ
ン

ト
６
０
０
×
単
価
６
８
０

円
（
地
域
手
当
１６
％
想
定
）

＝

４
０
８
、
０
０
０
円

④

最
低
保
障
す
る
経
過
措

置
期
間
中
の
調
整
額
：
都

は
、
現
業
職
員
の
み
最
低

保
障
ポ
イ
ン
ト
を
１
月
２

ポ
イ
ン
ト
、
１
年
で
２４
ポ

イ
ン
ト
、
最
高
１０
年
限
度

で
２
４
０
ポ
イ
ン
ト
と
し

た
（
表
２
、
別
図
３
参
照
）
。

区
は
勤
続
年
数
や
退
職
年

度
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

最
高
１
、
０
０
０
ポ
イ
ン

ト
と
さ
せ
た
（
表
１
参
照
）
。

⑤

経
過
措
置
期
間
中
の
ポ

イ
ン
ト
単
価
（
本
則
は
１
、

０
０
０
円
）
：
都
よ
り
若

干
有
利
な
内
容
と
さ
せ
た

（
表
２
参
照
）
。

⑥

退
職
手
当
の
調
整
額
の

妥
結
に
至
る
推
移
（
別
図

４
参
照
）
。

⑦

現
行
の
現
業
系
任
用
制

度
で
は
、
最
短
で
技
能
主

任
昇
任
選
考
資
格
が
４２
歳

（
本
則
）
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
退
職
手
当
の
評
価
期

間
を
２０
年
間
と
す
る
区
長

会
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し

た
。
す
な
わ
ち
、
２０
年
間

の
評
価
期
間
で
は
、
現
業

系
職
員
は
ポ
イ
ン
ト
が
カ

ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
評
価
期

間
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ

れ
ら
の
矛
盾
を
抱
え
た
提

案
を
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
区
長
会
は
欠
陥
制
度

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
従
っ
て
、
早
急
に
現

業
系
人
事
・
任
用
制
度
の

改
善
を
前
提
と
し
た
協
議

を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
、
今
次
の
確
定
闘
争
を

妥
結
し
た
。

職
務
段
階
別
加
算
制
度

①

「
技
能
１
級
職
」
職
員

へ
の
職
務
段
階
別
加
算
制

度
は
廃
止
と
な
っ
た
が
、

１９
年
度
か
ら
２３
年
度
ま
で

の
５
年
間
の
経
過
措
置
を

設
け
さ
せ
た
（
別
図
５
参

照
）
。

②

１９
年
度
は
現
行
と
同
率

と
さ
せ
た
が
、
２０
年
度
か

ら
１
％
ず
つ
逓
減
し
２４
年

度
か
ら
本
則
と
す
る
。

③

都
・
区
の
対
比
表
（
別

図
５
参
照
）
の
よ
う
に
、

都
は
、
昨
年
度
妥
結
し
今

年
度
か
ら
実
施
し
て
い

る
。
内
容
的
に
は
、
区
が

有
利
と
な
っ
て
い
る
。

④

職
務
段
階
別
加
算
制
度

に
係
る
交
渉
の
経
過
は
、

別
図
６
の
と
お
り
。

級
格
付
率

①

単
年
度
協
議
の
級
格
付

制
度
は
、
今
年
度
は
２
級

格
付
、
３
級
格
付
と
も
３０

％
以
内
。

②

４
級
格
付
は
、
２３
区
全

体
で
も
該
当
者
が
少
数
の

た
め
昇
格
率
を
乗
じ
て
も

ほ
と
ん
ど
正
数
に
は
な
ら

な
い
こ
と
か
ら
、
今
年
度

は
、
昇
格
対
象
者
に
昇
格

率
を
乗
じ
て
算
出
し
た
昇

格
者
数
が
１
人
に
満
た
な

い
場
合
は
、
昇
格
者
数
を

１
人
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

特
別
給
（
勤
勉
手
当
の
比
率
）

特
別
給
の
勤
勉
比
率
は
、
他

の
自
治
体
は
全
て
国
並
み
の
比

率
と
な
っ
て
お
り
、
都
と
特
別

区
の
み
が
低
い
比
率
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
国
並
み
に
改
定

（
表
８
参
照
）
。

扶
養
手
当

扶
養
手
当
の
配
偶
者
及
び
配

偶
者
の
い
な
い
第
一
子
の
手
当

に
つ
い
て
１
４
、
７
０
０
円
か

ら
１
３
、
７
０
０
円
に
１
、
０

０
０
引
き
下
げ
。
第
三
子
目
以

降
は
４
、
５
０
０
円
か
ら
１
、

０
０
０
円
引
き
上
げ
て
５
、
５

今
年
度
初
め
て
の
取
組
み
と
な
っ
た
賃
金
確
定
交
渉
の
妥
結
内
容
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

今
次
、
確
定
闘
争
は
、
比
較
企
業
規
模
の
見
直
し
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
較
差
や
地
域
手
当
の
引
上
げ
な
ど
と
と
も
に
、
主
要
課
題
は
退
職
手
当
制
度

と
職
務
段
階
別
加
算
制
度
で
し
た
。

退
職
手
当
制
度
・
職
務
段
階
別
加
算
制
度
と
も
区
長
会
の
提
案
内
容
は
、
職
責
と
貢
献
度
を
処
遇
に
反
映
す
る
と
し
、
役
職
に
就
い
て
い
な
い
職

員
に
は
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
調
整
額
や
現
行
の
職
務
段
階
別
加
算
制
度
の
支
給
対
象
と
し
な
い
と
す
る
提
案
で
し
た
。
結
果
と
し
て
、
改
悪
提
案

そ
の
も
の
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
本
則
に
関
わ
る
技
能
主
任
昇
任
選
考
資
格
基
準
を
協
議
す
る
こ
と
や
、
経
過
措
置
を
都

よ
り
有
利
な
内
容
と
さ
せ
た
こ
と
で
妥
結
の
判
断
を
し
ま
し
た
。

００６６
賃賃
金金
確確
定定
闘闘
争争
のの
妥妥
結結
内内
容容
にに
つつ
いい
てて
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０
０
円
に
改
定
し
た
（
別
図
５

参
照
）
。

所
要
の
調
整

勧
告
で
示
さ
れ
た
較
差
に
つ

い
て
は
調
整
さ
れ
る
。
来
年
の

１
月
か
ら
改
定
さ
れ
る
予
定
の

た
め
、
今
年
の
４
月
か
ら
１２
月

分
ま
で
の
格
差
分
は
３
月
の
期

末
手
当
の
額
で
調
整
す
る
こ
と

に
な
る
。

そ
の
他
の
項
目

①

勧
奨
退
職
制
度
の
各
区

事
項
化
は
、
引
き
続
き
協

議
事
項
と
な
っ
た
。

②

都
制
度
に
お
け
る
、
旧

技
能
主
任
Ａ
職
員
の
技
能

長
の
昇
任
に
関
わ
り
、
次

年
度
の
任
用
状
況
を
把
握

の
上
、
必
要
で
あ
れ
ば
統

一
選
考
に
準
じ
た
扱
い
を

す
る
よ
う
引
き
続
き
要
求
。

③

都
・
区
の
現
業
職
給
料

表
を
対
比
し
た
場
合
、
明

ら
か
に
２
級
の
最
高
号
給

が
低
く
設
定
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
引
き
続
き

２
級
の
号
給
増
設
を
要
求

（
表
７
参
照
）
。

④

１
３
、
０
０
０
円
組
入

れ
に
よ
る
、
最
高
号
給
到

達
職
員
の
退
職
金
へ
の
影

響
が
生
じ
る
職
員
の
取
扱

い
は
、
協
議
す
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
確
認
。

⑤

評
価
制
度
の
扱
い
。
１９

年
１
月
か
ら
始
ま
る
、
評

価
期
間
に
お
け
る
評
定
結

果
が
、
２０
年
度
の
処
遇
に

反
映
す
る
。
評
価
制
度
の

整
備
状
況
に
つ
い
て
監
視
。

⑥

技
能
主
任
設
置
基
準
改

善
要
求
や
技
能
長
補
佐
職

の
新
設
等
を
引
き
続
き
要

求
。

※
次
年
度
以
降
も
、
各
課
題

に
つ
い
て
引
き
続
き
粘
り

強
く
要
求
し
て
い
き
ま

す
。
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